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障害者自立支援法等に係る利用者負担の軽減について  

○障害者福祉制度に関しては、障害者自立支援法を廃止し、利用者の応能負担を基本   
とする新たな総合的な制度をつくることとしている。   

→応能負担への第一歩として、低所得（市町村民税非課税）の障害者等につを  
福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化。  

○ 施行期日（予定）  4月1日   

→ 関係政省令・告示は、3月下旬に改正し、公布する予定。  

（参考：現行の利用者負担一覧）※原則として費用の1割を負担。ただし、以下のとおり負担の上限額を設定。  

市町村民税非課税世帯  
一般（市町村民税課税世帯）   

生活保護  市町村民税所得害り  
世帯の範囲  

区分  
世帯  

低所得1   低所得2  16万円→  28万円→  46万円→  46万円超  者   

福祉サービス（居宅・通所）   
0円  1．500円   

3，000円  

通所：1，500円  
9，300円  37，200円  

【障害者】  

福祉サービス（居宅・通所）   
0円  1，500円   

3，000円  

通所：1β00円  
4，600円  37，200円   

【障害児】  
住民  

福祉サービス（入所施設等）   個別減免  個別減免  
37，200円   

本人   

【障害者】   
0円  

0円～15，000円   0円～24，600円  
及び     台帳上  

配偶者  

福祉サービス（入所施設等）   
0円  3，500円   6，000円  9，300円  37，200円   

【障害児】  

全額  
補装具   0円  15，000円   24，600円  37，200円  

自己負担  

l  低所得の利用者負担を無料化  



○ 利用者負担の軽減の具体的な内容等について  

・所得階層の低所得1・2に該当する障害者及び障害児の保護者に係る、次に掲げる利用者負担   

を無料化。   

① 障害福祉サービス（療養介護医療を除く。以下同じ。）に係る利用者負担   

② 障害児施設支援（障害児施設医療を除く。以下同じ。）に係る利用者負担   

③ 補装具に係る利用者負担  

利用者負担の軽減に閲し、以下に留意されたい。  

①特別対策（平成19年4月）又は緊急措置（平成20年7月）において軽減の対象ではなかった、  

入所施設やグループホーム、ケアホーム等を利用している20歳以上の障害者や、補装具費の   
支給を受ける障害者等も対象。  

②補足給付（特定障害者特別給付費、特定入所障害児食費等給付費等）については、   
引き続き、従前と同じ方法により算出。   

※ 今回の措置により、障害福祉サービスに係る利用者負担が無料となるが、その分の額を  

補足給付から減らすことなどは行わない。  

③療養介護医療又は障害児施設医療に係る利用者負担については、今回の軽減の対象外で   
あることから、従前と同じ方法により算出。   

※ 療養介護又は障害児施設支援に係る利用者負担は、「福祉部分」、「医療費部分」及び   

「食事療養」で構成。   

→ 今回の措置は、このうち「福祉部分」の負担を無料化するもの。   

「医療費部分」及び「食事療養」に係る利用者負担は従前と変わらない。   
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障害雀自立支援法を廃止し、  

新たに障がし確催告福祉法奄制定   
わが飼卯障却い昔施鴇を総合的かつ篠呼姫に改革  

∴烏慨照害者樟鞘姦勘の批准に必要な閣内紋卯整  

備を育三こうた蟹汁∴拝摘郎ニ「印がLL音削度改革捷進展  

誤用煽澗！′ま‾j∴、推進本蕗には、簿がい当夢昔、有職  

者を含む重昂去を設け、控無産英俊隙から絆がい当  

事者が奉廟‾章一るよ－うにします。そL＿て、陣がい青線背  

に閑‾書▲る千「ウリ二′ダ韓関の設置、簿がい昔菜園を  

莱け守る払楢蕉の覿敷津がい舌癌梓を勒l上する兢  

紺野捌乳紅潮満・選挙への参加和、・層和様保、司故  
に依るざ」杭によ‖㌢る文麿即祖先、インク軋－－シブ（共  

に鞋き酎二苧ぷ）教育への転頗、軒韓の保障、移動の  

白由♂〕権利保軋隋がい昔へ種医療支授勒見商号ハ艶  

碗朴許の紘机化など障がい音が持軋も体であること  

を明確に～ノて、自己決定・自己遷都項県別が保障き  

れるよう瑚蔭故事を立案します。   

障がい青学が当たり覿に地域で馨らLJ餌師㌢一  

員とし＿て華に性癖できる社会を8指します「障害者  

白1王＿玄津浪により、鞠瑠科嘩眉碑硝で簿がい音の白  

組した畦漕が掛下ら九てし＿．蓋ったことから、禰軋地  

熱こ一っいては、常連障嘗、高次脳機能障害、難病、西部  
障害なども対袈として傾度の谷間をなくすこ．と、障  

がい編制竹一＝どてi印判J弔青臭禅定応弛角碑とするこ  

と、叶・ゼ1支給決定憫蕉の見落しなどを行い、障害  

者白うl支援挽に代わる「簿がい昔乾舎偏Ⅷ撼汗捉褐上  

を削這空，＿ます－ 

また、障がし1青掃複す菜を地先2ノ、中小叙華整骨め  

障がい着弾用を腱遺します円精神障害者を中心とし  

た社会的Å院患者の社会視瑠と池規庄括の菓現に向  

けて関連法桝喪の整備等を還めますご，  

28．「障害者自立支援法」を  

廃止して、  

陣がい者福祉制度を  

抜本的に見直す   

l政策目的】  

コ障がい者等が当たり前に地境で暮ら   

し、地域の一員としてともに生活できる   

社会をつくる。  

規律剰  

O「障害者自立支緩法」は廃止し、「制   

度の谷間」がなく、サービスの利用者   

負担を応能負担とする障がい者総合福   

祉法（仮称）を制定する。  

ニーわが国の障がい昔施策を常合的かつ集   

中的に改革し、「国連障害者権利集約」   

の批准に必要な国内法の整備を行うた   

めに、内閣に「障がい者制度改革推進   

本部」を設置する▲。  

l所■菅I  

400億円程度  
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第1回障がい者制度改革推進会議（H22．1．12） 配布資料（抜粋）  東内閣府参与作成資料  

制度改革推進会議の進め方 し大枠のi鮭漁のための論点寅）たたき台   

推進会議  分 野   項 目   論点 箪  

自立文壇  地域社会‾・㌣乳癌する権利   1、権利規定を明】封じする必要惟につL〉、てどう考えるか  

法  2、自立の概念につい－こどう考えるか  

障害の定義、適用範儲   1、障害の範囲についてどう考えるか  

法定サ”ビュくメニュー   1，．現行規程‘になL・、討こ会モヂ掟・の視点に立ったサ「一ビスメニューは必要か  

2、自立支援給付と地j或生活支援事業の区与汁㌻は必要なのか  

3，．法定メニニヱ．－－の障害者のや清濁遷㍍欄持た再編成とシンプ．′レ化についてどう・準えるか  

4．自己決蓬■鼠接の必要轄についてビウ考えるか  

且給決定プロセス   1、ニ〝ズ把握の基本的視点をどこに置くか  

〔儲えば、本人の障害の状況、本人の自己決定・う撃択、置かれた愚境、及びそられの相  

互開陳〕  

2、障害程度区分の療止とそれに代わる協議・諦整による支給決定プロセスのための体制  
構築にノついてどう考えるか  

二王．．セルフ「7ネジメント・本人中心、計画と相談支援機瀾、ピアカウンセリング・ビアサボ  

ー、一トげ）役割についてどう考えるか  

4、不服の壊せの晃歳申立手続きについてどう考えるか  

地域移行   1、重度障害者の24時間介護体制の構築についてどう考えるか  

2．地域移行プログラムの法撞■化と期憮の設撞■についてどう考えるか  

3、地域移行支援策の法定化についてどうこ考えるか  

利用者負担   1、応益負担の廃止についてどう考えるか  

2、負担の有無についてどのような轍則と考え方をとるのか  

3、新基準の設定につし‘、てどう考えるか  

医療支援   1、医療支援♂二〕あり方についてどう考えるか  

2、負担間鴎についてどう考えるか  

その他   1、現行の障害程度区分に基づく国庫負担基準の間頓についてどう考えるか  

2、障害者の地域生活のため町財政負担の強化についてどう・－考えるか  

3．、地域間格差をどのようlニなくLでいくのか  



新体系サービスヘの移行について  

利用者本位のサービス体系へ再編  

後：新体系＞  前：旧体系＞  

日中活動の場  居住支援の場  
重 症 心 身 障 害 児 施 設  

（ 年  齢  超  過  児 ）  
以下から一又は複数の事業を選択  

【介護給付】  

①療養介護（医療型）  

※ 医療施設で実施  

② 生活介護（福祉型）   

【訓練等給付】   

③ 自立訓練（機能一生活訓練）   

④就労移行支援   

⑤就労継続支援   

【地域生活支援事業】   

⑥ 地域活動支援センター  

進行性筋萎縮症療養等給付事業  

身 体 障 害 者 療 護 施 設  

居住支援サービス  
更 生 施 設（身 体・知 的）  

ケアホーム  

グループホーム  

福祉ホーム  

授産施設（身体・知的・精神）  

小規模通所授産施設（身体・知的・精神）  

福祉工場（身体・知的・精神）  
又は  

精 神障 害 者生 活 訓練施 設   

施設への入所  
精神障害者地域生活支援センター  

（デ イ サ ー ビ ス 部 分）  

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス  

※ 障害者自立支援法による旧休系から新体系への移行は平成24年3月まで。（移行率45％（平成21年10月1日現在））   
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障害者自立支援法に基づく新体系サービスが目指すもの  

撼  
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ビスヘの移行状況  本系サー  



○ 新体系サービスヘの移行について  

・障害のある方が地域で安心して暮らすためには、施設中心のこれまでのサービスの   
在り方から地域生活中心の新たなサービスヘ変えていく必要がある  

越生活への移行を進めてし、くためlこは、「昼夜分離」を進め、障害のある方の垂望  
に応じて、数のサービスを組み△わせて利用することが望ましい  

－く＝コアr  

既に半数近くが新体系サービスヘ移行（平成21年10月1日現在移行率45・4％）  

これまで様々な移行支援を実施してきており、今後も継続  
ア新体系サービスでは、報酬上の各種加算や手厚いサービスの提供に応じた報酬  
額の設定  

イ 移行前の報酬水準との差額の助成  

り新体系サービスで必要となる改修・増築工事費等の助成 等  

院予算委員会（平成22年2月用日）lこおいて、厚生労働大臣が「新体系移 行を  

後手甲しして進めていく」旨、答弁  

監   



（高木美智代議員）   

大臣、これは緊急的な課題でございますが、その中で新体系の移行の問題があります。今、これもやっと50％が移行したと聞いています。法  

律では、24年の3月までに移行するということが定められております。しかし、先程申し上げた遅くとも3年半ということですが、そうなりますとこれ  

は、25年の8月、その間、事業者の方達は自立支援法改正の在り方など、先が見えてこないと、戸惑っていると、どうしたらいいのかと、これはま  

さに悲鳴です。今後、どういう風にしていくのか、移行するのか、しないのか、はっきり方針を示していただきたい。これは多くの事業者のお声で  

ございます。明快な答弁を求めます。  

（長妻厚生労働大臣）   

今、おっしやられた点はですね、障害者の皆様方への施策というのは、かつて昔は措置ということでございまして、その後契約支援費ということ  

になりましたけれども、ただその時代の障害者施設が細かく分かれているという、この考え方を統合しようということで3障害一元化とか、昼夜分  

離とか、いろんな考え方がその後生まれ、それに徐々に移行しているというところで、今おっしやられるように、まだ移行率は半分ということでござ  

います。これについて、我々はもちろん推進をする立場でございます。   

ただですね、これも拙速というか、きちっと議論をしなければならないのは、この障害者自立支援法の、私共、野党時代も申し上げたんですが、  

その当事者、障害者のまさにその当事者の方の議論がなかなか反映されなかったんではないかという深い反省に立っておりまして、今後、推進  

会議、あるいは部会等でも十分に障害者の皆様方の当事者のお考えを十二分に聞いた上で、法律等の中でも、この推進を反映できるように取  

り組んでまいりたいと考えています。  

（高木美智代議員）  

事業者は新体系の移行をどうするのか。まさにこれは生活がかかっている問題であり、また障害者の方達にとってみたら自分達の働いている  
所が存続できるのかどうか、その今瀬戸際なわけです。それが、この年限があるわけですので、確かに今ちょっと大臣がおっしやった3障害一元  

化とか、違うことをお考えなのかと、一瞬思ってしまいましたが、いずれにしても移行することが法律上決められている。24年の3月まで移行しな  

ければ、今度は政府からの様々な支援を受けられないという状況があります。これに対して、どのように対応されますか。このまま放置して  
おいていいということですか。事業者の方達に当事者の意見を聞くから、このまま待ってくれという、今の大臣の答弁でよろしいんでしょうか。  

（長妻厚生労働大臣）  

先程も申し上げましたように、今の点については移行を我々も後押しして進めていくということであります。そしてもう一つの議論としては、全  
体のですね、そういう施設の在り方、全体についても、新しい法律体系の中で、見直すべきところは見直すし、障害者の皆さんのご意見を十分に  
反映して、それも法案の中で位置付けられるものは位置付けていきたい、こういうことであります。  
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整体系サービスヘの移行支援策  

二1   



移行時運営安定化事業（新体系移行促進策）について  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■■－■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

：移行時運営安定化事業については、昼夜一体型の入所施設が複数の新体系サービスに移行した場合など、事業を展開していた敷地以外  
；において新体系サービスを行う場合も移行先として扱い、従前の報酬水準を保障することにより、新体系移行の際に障害者自立支援法の  
：施策目標である地域移行の推進を図るための地域移行促進効果も付与されていることから積極的に周知活用し、新体系移行を促進してい  
：ただきたい。   




